
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第４３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年３月９日（日） １０時２４分ごろ 

発生場所 友ケ島水道由良
ゆ ら

瀬戸南方 

 兵庫県洲本
す も と

市所在の生石鼻
おいしのはな

灯台から真方位１３７°３,５００ｍ付近

 （概位 北緯３４°１４.７′ 東経１３４°５８.５′） 

事故等調査の経過  平成２６年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 金比羅
こ ん ぴ ら

丸、２.３トン 

   ＨＧ３－３７７５５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーモーターボート ＭＥＧＵＭＩ
メ グ ミ

、１.３トン 

   ２５０－４８６８７大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首外板に破損 

Ｂ 右舷船首外板に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、漁場を移動するために友ケ島水

道由良瀬戸南方を西進中、船長Ａが、漁具の作業を行っていたとこ

ろ、平成２６年３月９日１０時２４分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の右舷

船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者を乗せ、友ケ島水道由良

瀬戸南方において、潮流で南方に圧流されないように、船首を北に向

けて機関を微速として停留して釣りを行っていたものの、少しずつ圧

流されたので北に移動することとした。 

 船長Ｂは、船首を回頭させて南に向け、後進で北進した後、右回頭

して船首を北に向けたところ、右舷方から近づいてくるＡ船を認め、

衝突のおそれを感じて機関を後進としたが間に合わず、Ｂ船とＡ船と

が衝突した。 

 両船は、自力で航行し、Ａ船は洲本市由良港に、Ｂ船は大阪府岬町

深日
ふ け

港にそれぞれ入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮流 南流から北流への転流時（友ケ島水道） 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、友ケ島水道由良瀬戸南方を西進中、船長Ａが、漁具の作業

に意識を向けていたことから、前方のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、友ケ島水道由良瀬戸南方において後進で北進中、船長Ｂ

が、操船に意識を向けていたことから、衝突直前まで接近するＡ船に

気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、友ケ島水道由良瀬戸南方において、Ａ船が西進中、Ｂ船

が後進で北進中、船長Ａが漁具の作業に意識を向け、また、船長Ｂが

操船に意識を向けていたため、互いに接近する相手船に気付かず、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・状況に適した手段により、常時適切な見張りを行うこと。 

 


